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輝く未来へ　あなたが主役　新延岡物語

 
 

 

 
 
人口減少や長寿社会の急速な進行、厳しい地域経済の状況等の中にあって、本市は、東九州
自動車道の開通や九州中央自動車道の整備進捗等により「陸の孤島」から「東九州のクロスポ
イント」としての新たな局面を迎えました。 
また、荒ぶりを増す自然災害やコロナ禍での「新しい生活様式」、デジタル化の進展等の動向
は、私たちの生活や働き方等に大きな影響を与え、これまで以上に市民一人ひとりが自ら考え、
自ら生活や働き方を選びとり、自ら行動していく時代をもたらしているとも考えられ、市民生
活や産業等にとっての土台作りとしての各種インフラ整備や行政の情報提供等が重要になって
きています。 
本市では、平成 27年度において、平成 28年度から令和７年度までの 10年間の基本構想を
策定し、その下で平成 28 年度から令和２年度までの５年間の前期基本計画を策定し、推進し
てきました。その中で、「市民力・地域力・都市力が躍動するまち のべおか」を都市像として
掲げてきましたが、私たちは、これまでの積み重ねの上に立ちつつも、本市を取り巻く社会・
経済の大きな変化を踏まえ、且つそれを的確に捉えて本市の発展につなげていくため、これま
で以上にまちづくりの原点に立ち返りながら、大胆な変革を実現していく必要があります。 
そこで、後期基本計画では、目指すべき都市像として、「市民がまんなか～市民力・地域力・
都市力が躍動するまち のべおか」を掲げてまちづくりを推進します。 
 
 
 
  
これまで以上に「一人ひとりが主役」の時代を進め、市民力のさらなる展開を図ります。 
市民力は、コミュニティ維持のための紐帯であることはもとより、特に福祉・災害時の「自
助・共助」の取組やボランティア活動など地域における相互扶助、支援活動等の必要性から、
その役割への期待はますます高まっています。 
 これまで第６次長期総合計画前期基本計画を推進するにあたり、本市では「市民協働」、「市
民力の育成」を念頭におきながら、様々な取組を進めてきました。その結果、津波避難路や生
活道路をはじめ各種インフラ整備に市民自らが取り組む「協働・共汗事業」が始まり、また、
例えば「ゴールデンゲームズ inのべおか」や「延岡西日本マラソン」等、数々のスポーツイベ
ントの支援を担う「のべおかアスリートタウンサポーターズ（ＮＡＴＳ）」の活躍や、小中学生
の学習支援を企業ＯＢや教員ＯＢ等が行う「ＮＰＯ法人 学校支援のべおかはげまし隊」の活
躍等に見られるように、市民が主体となったまちづくり活動が非常に活発になっています。 
 今後はこの本市ならではの市民力を、防災・減災や介護・福祉・子育て・教育・観光振興な
ど様々な分野で、これまで以上の展開を図りながら、新たな時代のまちづくりを進めます。 
 

都市像 

１.市民力 

第 1 

「市民がまんなか～ 
市民力・地域力・都市力が躍動するまち のべおか」 
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基本構想

 
 
 
 
持続可能な地域づくりと地域間の連携強化、地域力のさらなる展開を図ります。 

市民力のつながり等によってつくられる地域力は、日常生活における福祉、教育・子育て、
防犯・防災等の社会の様々な場面でセーフティネットや「共助」として機能する、まちづくり
を進めていく上で必要不可欠な要素ですが、人間関係の希薄化や人口減少・高齢化等の影響が
懸念される中、地域力の維持・展開はますます大きな課題となっています。 
 これまで本市では、近隣の人々が高齢者への「声かけ」「見守り」「助け合い」等、日常的に
行う「地域福祉推進チーム」による活動や、健康長寿のまちづくり、「延岡市の地域医療を守る
条例」に基づく活動、子どもの見守り活動のほか、地域住民の活動の拠点となるコミュニティ
センターの整備など、自主性、自立性を尊重しながら市民参加による地域力の展開を進めてき
ました。また、新たな交通システムを地域住民と連携して構築することや、人口減少のスピー
ドが速い中山間地域、特に三北地域において、近年各地域の特色を活かした「延岡合衆国」づ
くりを進めるとともに、県北唯一の有人離島である島野浦島の活性化にも取り組んできました。 
 今後は、これまでの各種取組を継続的に進めるとともに、中山間地域、市街地それぞれの特
色や役割を考慮し、デジタル化の動向も的確に捉えながら、地域力を活かした新たな時代のま
ちづくりを進めます。 
 
 
 
一人ひとりが輝くための都市力を高めていきます。 

地方自治体を取り巻く環境が厳しくなる中で、市民、特に若い世代や子育て世代の満足度が
高いまち、観光客がリピーターとして訪れたくなるまち、あるいは大都市圏等の住民も安心し
て移り住みたくなるまち等、魅力的な都市であるためには、そのまちの総合力である都市力の
充実が必要です。 
本市には、これまで、東九州屈指の工業都市として製造業等が集積してきましたが、平成28
年の東九州自動車道の開通と九州中央自動車道の整備進捗により「東九州のクロスポイント」
としての優位性が顕在化してくるにつれて、より一層の産業集積が図られ、既存の工業団地が
完売となり、新たな産業団地の整備によるさらなる産業集積を進める状況となりました。 
加えて、地下に活断層がないという強みを活かしながらＩＴ企業の誘致を行った結果、延岡
駅前等にＩＴ企業が進出しており、また、延岡駅西口に㈱まちづくり延岡が整備する再開発ビ
ル内にもＩＴ企業を誘致するとともに、本市の＊ＤＸの拠点となるコワーキングスペースの整
備にも取り組んでいます。 
さらに、東京大学ソーシャルＩＣＴ研究センターとの連携により市民行動データを分析する
ことで、新たなまちなか循環バスの路線設定等を行う交通分野のＤＸを進めることを皮切りに、
市民生活向上のためのＤＸによる都市づくりを進めていきます。 

2.地域力 

3.都市力 
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輝く未来へ　あなたが主役　新延岡物語

また、少子化に歯止めをかけるべく、子ども医療費の中学３年生までの助成拡大や病児及び
病後児保育の充実、保育園定員の拡大や保育人材等の養成校（短大）の誘致、小中学校におけ
る普通教室のエアコン整備 100％や一人一台パソコンを整備することによるオンライン学習環
境の整備、全国に例を見ない新たな仕組み（（仮称）延岡こども未来創造機構）による「人間力」
育成も含めた教育力の向上など、子育て・教育分野等にも力を入れてきました。 
 このように、市民の豊かな暮らしが実現できるまち、都市部の住民が移り住みたくなるまち
としての魅力をより一層高めるため、都市力のさらなる充実と新たな展開によりまちづくりを
進めます。 
 
 
＊ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）…データやデジタル技術を活用して、人々の生
活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念。 
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基本構想
 

 
 
 
このようなことを踏まえ、新たなまちづくりのキャッチフレーズを、 
 

「輝く未来へ あなたが主役 新延岡物語」 
としました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ロゴマーク】 

 

キャッチフレーズ 第 2 
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体系図 

「市民がまんなか～ 

キャッチフレーズ 

「輝く未来へ あなたが主役 新延岡物語」 

延岡の特色を活かした交流連携のまちづくり 

未来を切り拓く活力ある産業づくり 

一人ひとりを大切に育む人づくり 

基 本 目 標 

第 1部 

第 2部 

都 市 像 

第3部 

第4部 

第 5部 

第 6部 

安心・安全な暮らしを支える地域づくり 

 

 

第 3  

「市民がまんなか～ 

キャッチフレーズ 

「輝く未来へ あなたが主役 新延岡物語」 

第１部 
延岡の特色を活かした交流連携のまちづくり 

第２部 
未来を切り拓く活力ある産業づくり 

一人ひとりを大切に育む人づくり 

ぬくもりと躍動感が感じられる都市環境づくり 

基 本 目 標 

第 1部 

第2部 

都 市 像 

第３部 

第４部 

第５部 

第６部 

第3部 

第4部 

第5部 

第6部 

安心・安全な暮らしを支える地域づくり 

 

多様な人材が参画する市民が主役のまちづくり 
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基本構想
 

６つの基本目標 基本目標ごとの取組 
 
【第１部】 
延岡の特色を活かした 
交流連携のまちづくり 

「東九州のクロスポイント」としての拠点都市づくり 
高速道路の整備 
鉄道・バス等（広域的な移動手段）の整備        
交流連携のまちづくり 
大学を活かしたまちづくり 
アスリートタウンの再構築 
歴史・文化を学び育むまちづくり 
移住の促進・関係人口の創出 

 
【第２部】 
未来を切り拓く活力ある 
産業づくり 

農業の振興 
林業の振興 
水産業の振興 
商業の振興 
観光産業の振興 
工業の振興        
企業立地の推進      
ＩＴ産業の集積促進等 
人材政策の推進 
創業支援や新たな産業の創出等 

 
【第３部】 
安心・安全な暮らしを支える 
地域づくり 

地域コミュニティ 
みんなで決めて、みんなで逃げる住民主体の防災 
消防 
安心・安全な暮らしづくり 
子どもを産み育てたいと思えるまちづくり 
高齢福祉・介護 
障がいと共に暮らせる社会づくり 
健康長寿と医療 
生活を支える制度 
公共交通（日常的な移動手段の確保） 

 
【第４部】 
一人ひとりを大切に育む 
人づくり 

一人ひとりの個性や能力を大切に育む教育 
青少年の人間力育成 
すべての世代の向上心を大切にする生涯学習・社会教育 
豊かな心あふれる文化都市づくり 
スポーツ・レクリエーションのさらなる推進 
男女共同参画社会づくり 
すべての市民の人権が尊重されるまちづくり 

 
【第５部】 
ぬくもりと躍動感が感じられ
る都市環境づくり 

環境保全 
廃棄物対策 
生活衛生 
持続可能な土地利用 
市街地整備 
道路 
住宅 
市民と育む公園緑地 
自然･歴史･産業が織りなす景観づくり 
水道 
下水道 
河川・港湾・海岸 
それぞれの地域の特色を活かした中山間地域対策 

 
【第６部】 
多様な人材が参画する 
市民が主役のまちづくり 

市民が主役のまちづくり 
 
地域の実情に合った「スマートシティ」の構築 
効果的で効率的な行政経営 
使命感を持って市民と向き合う市役所を目指して 

 
 

「対話の市政」の基盤となる広報・広聴・情報公開の充実 
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第２期延岡新時代創生総合戦略は、市の最上位の計画に位置付けられる長期総合計画を

上位計画とし、その中で、特に人口減少問題や地方創生に関連する重点的施策について、
国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本方針に基づき、本市の人口減少の
克服と地域の自立的かつ持続的な活性化に向けた現状と課題、目指すべき姿、そして令和
３年度から７年度までの５年間の基本的な取組方向と取組項目を示すものです。 
 第１期総合戦略は令和２年度をもって終期を迎えることから、第６次長期総合計画「後
期基本計画」と「第２期総合戦略」を一体的に策定し、整合を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長期総合計画と総合戦略の関係 第 4 

 

延岡の特色を活かした交流連携のまちづくり 

第 1部 

第2部 

第3部 

第4部 

第5部 

第6部 

６つの基本目標 

プロジェクト 1 

魅力ある雇用創出プロジェクト 

プロジェクト２ 

プロジェクト3 

プロジェクト4 

第 2期延岡新時代創生総合戦略 

４つのプロジェクト 

新
し
い
時
代
の
流
れ
を
活
か
す 

多
様
な
人
材
の
活
躍
を
支
援
す
る 

人口減少問題

や地方創生の

観点に特化し

て重点的に取

り組む施策 
安心・安全な暮らしを支える地域づくり 

 

未来を切り拓く活力ある産業づくり 

 

一人ひとりを大切に育む人づくり 

 

ぬくもりと躍動感が感じられる都市環境づくり 

 

多様な人材が参画する市民が主役のまちづくり 持続可能な選ばれるまちづくりプロジェクト 

 

結婚・出産・子育て支援プロジェクト 

 

移住・定住推進、関係人口創出プロジェクト 

 

横断的な目標 
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基本構想
 

〇第６次長期総合計画（後期基本計画）と第２期総合戦略との相関関係 

後期基本計画における基本目標ごとの取組と第２期総合戦略の４つのプロジェクトとの
関係性は、下表のとおりです。 
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基本構想
 

 
 
 
後期基本計画における基本目標ごとの取組と SDGｓの 17 のゴールの関係性は、下表のと

おりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後期基本計画とＳＤＧｓの 17のゴールの相関関係 第 5 
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本市は、1920 年頃より工場の立地が相次ぎ、第二次世界大戦後にかけて県下有数の工業

都市として発展しました。人口も昭和55（1980）年には154,881人と増加のピークを迎えま
した（図１）。 
 しかし、その後は減少に転じ、平成 27年（2015）年までの35年間で約 30,000人（19.2％）
の減少となっています。 
 国立社会保障・人口問題研究所準拠推計によると、本計画期間の終了時点である令和７
（2025）年の本市の総人口は 111,313 人にまで減少すると推計されています（図２）が、最
近の 25 歳～39 歳の人口増の動き（図３、図４）や県全体の合計特殊出生率の目標等を反映
させ、また本計画の都市像である「市民がまんなか～市民力・地域力・都市力が躍動する
まち のべおか」を目指した取組とともに、第２期延岡新時代創生総合戦略における、人
口維持のための各種の取組を行うことにより、令和７（2025）年における人口推計を
112,957 人として、将来的に、令和 42（2060）年には約８万人を維持・確保することを目指
します。 
 
（図１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将来人口 

 

81,121

117,271

132,859

151,800 149,567 154,881 
146,989 

139,176 
131,182 

118,491 
104,062 

89,544 
82,423 

38,902 30,359

22,250
18,294 15,036 12,174 9,853 8,960

101,524 96,553
87,214

77,004
62,639

52,816
43,842 39,445

14,455 19,962

29,700
35,699 40,816 39,072

35,849 34,018

0
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40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

昭和5年
（1930）

昭和15年
（1940）

昭和25年
（1950）

昭和35年
（1960）

昭和45年
（1970）

昭和55年
（1980）

平成2年
（1990）

平成12年
（2000）

平成22年
（2010）

令和2年
（2020）

令和12年
（2030）

令和22年
（2040）

延岡市の年齢３区分別人口の推移

総人口 年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人）

118,491 118,491 
104,062 104,062 

89,544 89,544 89,544 

15,03615,03615,036 12,17412,17412,174 9,8539,8539,853

62,63962,639
52,81652,816

43,84243,842
40,81640,816 39,07239,072

35,84935,849

人口のピーク（昭和55年）

工業都市として発展

（1920～50年代）

社人研推計値

資料：平成 27（2015）年までは国勢調査、令和 2（2020）年以降は国立社会保障・人口問題研究所 
「日本の地域別将来推計人口（平成 30年推計）」 

 

 

 

 

 

 

\ 

第 6 

延岡市の年齢 3 区分別人口の推移 
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基本構想
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ５歳階級別 現住人口社会動態推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各種施策により推計人口より増加 

(図 2)         

各種施策により推計人口より増加 

(図 3)            5 歳階級別 現住人口社会動態推移 

       延岡市の将来人口推計と展望 

(図 4)               延岡市の社会動態推移 
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第１章 「東九州のクロスポイント」としての拠点都市づくり 

 
 
 
 
 
 
 
第２章 高速道路の整備 

 
 
 
 
 
 
第３章 鉄道・バス等（広域的な移動手段）の整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくりの基本目標と施策の大綱 第 7 

第1部 

本市では、東九州自動車道及び九州中央自動車道の整備が進む中、産業、観光面等でのポテ
ンシャルが高まっており、高速道路の結節点であることや、東九州地域の中心に位置する等の
本市の強みを活かした東九州の拠点づくりが必要となってきています。 
そのため、関係市町村や経済界等と連携を図り、高速道路や重要港湾細島港の整備促進のた
めの要望活動を行い、地域経済の活性化や広域観光の推進による新たな人の流れの創出を図
ります。 

高速道路は、本市及び県北地域の産業、経済、観光、文化等の活性化のために活用される
ほか、救急時・災害時の代替道路となる等、命の道としての役割を担っていることから、九
州中央自動車道及び東九州自動車道の早期整備に向けた運動を積極的に展開し、九州の循環
型高速交通ネットワークの構築に取り組みます。 
また、高速道路の利用促進を図るとともに、高速道路を活用したまちづくりを推進します。 

本市は、高速道路の結節点であることの優位性を活かし、人・物・情報等のさらなる交流・
連携を図りながら、東九州の拠点都市として地域経済の活性化に貢献することが求められて
います。 
そのため、地域産業や広域観光の振興、高速道路のネットワーク化や鉄道・バス等（広域
的な移動手段）の整備、広域連携の強化、姉妹都市等との都市間交流や国際交流に努め、交
流人口の拡大を図ります。また、大学を活かした産学官連携による新産業の創出や、本市の
特性であるアスリートタウンづくりの再構築、歴史・文化的施設の整備による文化活動の活
性化、移住促進や関係人口の創出に向けた新たな取組など、交流連携のまちづくりを積極的
に推進します。 

 日豊本線の高速化・複線化及び東九州新幹線の整備に向けた取
組を行うとともに、ＩＣカードの利用エリア拡大や駅舎のバリア
フリー化等の整備促進による鉄道の利便性向上と情報発信等によ
る利用促進を図ります。 
 路線バスやまちなか循環バスのネットワークの最適化、乗合タ
クシー等への予約制の導入検討を進め、路線の維持・確保に努め
るとともに、高速道路整備に伴う高速バス運行の拡充により交流
人口の拡大を図ります。 

「延岡の特色を活かした交流連携のまちづくり」 

 

東京大学が開発した 
行動データ取得アプリ 
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基本構想
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輝く未来へ　あなたが主役　新延岡物語

基
本
構
想

第1　体　　系　　図

第2　都　　市　　像

第3　キャッチフレーズ

第4　将  来   人   口

第5　まちづくりの基本目標と施策の大網
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▲
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高速道路の開通状況 都 市 計 画 図
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基本構想
 

第４章 交流連携のまちづくり 第１節 広域連携 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
第５章 大学を活かしたまちづくり 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第６章 アスリートタウンの再構築 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

第７章 歴史・文化を学び育むまちづくり 第１節 歴史・文化を学び育む拠点 

 

 

 

 

宮崎県北定住自立圏構想の推進や宮崎県北部広域行政事務組合の活動強化により、宮崎県
北圏域の振興に取り組むほか、県内自治体との連携強化を図ります。 
さらには、東九州・九州中央・県境その他の地域との多面的な交流・連携を図るとともに新
たな枠組みでの連携を図る等、広域的な行政運営に取り組みます。 

第４章 交流連携のまちづくり 第２節 都市間交流・国際交流 
 姉妹都市・兄弟都市等との都市間交流については幅広い分野での交流に努め、都市間の友好
の絆を深めるとともに、交流人口の拡大を図ります。 
 また、国際交流事業の実施や関係団体との連携等を通して、市民の国際理解、多文化共生へ
の理解を図ります。 

大学の学生確保に向けた大学と行政、関係
団体の連携を推進するほか、大学の機能や人
材を活用して、まちづくりリーダー等の人材
育成を図ります。 
また、産学官連携により若者の地元定着を
図るとともに、延岡市メディカルタウン構想
や新産業創出の取組を積極的に推進します。 
さらに、学生と地域・市民との交流促進に
積極的に取り組み、学生でにぎわう活気のあ
るまちづくりに取り組みます。 

本市の歴史的シンボルである延岡城跡について、可能な限り史実に基づいた保存と活用の
両立を目指した再整備を進めるとともに、延岡城を核とした歴史・文化ゾーン回遊観光の推
進を図ります。 
老朽化した内藤記念館は、建設場所がかつての延岡城の西ノ丸であったこと、藩主の御殿
が建っていたこと等を踏まえ、城下町延岡を感じる空間の創出に努めながら、美術館機能も
備えた公開承認施設「延岡城・内藤記念博物館」として再整備を行います。 
また、本市の文化振興の中核的施設としての役割を担ってきた野口記念館についても、同
様に老朽化が顕著となってきたことから、ホールのほか多目的に活用可能なフリースペース
や、野口遵翁の顕彰ギャラリー等を兼ね備えた「野口遵記念館」として再整備を行います。 

多くの世界的なアスリートを輩出している
本市の特性を活かすとともに、市民と行政が
一体となり競技スポーツの振興に努めなが
ら、本市のイメージ向上を図ります。 
また、オリンピック・パラリンピックや国体
２巡目開催を見据え、施設の整備を図ること
で、大会の充実や合宿誘致に努め、交流人口の
増加を目指します。 

のべおか市民大学院 

延岡西日本マラソン 
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輝く未来へ　あなたが主役　新延岡物語
 

第７章 歴史・文化を学び育むまちづくり 第２節 文化財の保護と活用 

 
 
 
 
 
 
第８章 移住の促進・関係人口の創出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１章 農業の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の特色ある歴史・文化的資源の保存・活用や情報発信を図りながら、市民の郷土への
愛着と誇りを醸成し、市民協働による伝統行事の開催等を通して、文化活動の活性化と交
流促進に努めます。 
また、市制施行 100周年に向けて、本市の歴史・文化・民俗・自然を体系的にまとめた
新たな市史の編さんに取り組み、様々な歴史資料等（文化財）を収集・保存し、後世へ継承
するとともに、地域の連帯感やふるさと意識を高揚し、まちづくりに活かしていきます。 

移住・ＵＩＪターン希望者に対して本市の「住みやすさ」を効果的に情報発信します。さら
には、移住者のニーズに合わせた支援や地域住民との交流を促進するための取組を行う等、
地域社会にとけ込みやすい地元のサポート体制を構築し、移住促進を図ります。また、関係者
との連携や各種事業の展開により、関係人口の創出を図ります。 

第2部 

農業所得10％アップ実現のため、売上の増
加、コストの縮減、販路拡大を含めた流通体制
の構築を三本柱とした「農業所得アップアク
ションプラン」等に基づき、高品質化や経営規
模の拡大、農地の集積・集約化やスマート農業
の活用による生産性の向上、インターネット
通販サイト等を活用した、販路の開拓・拡大等
を図ります。 
また、新規就農者の確保をはじめ、法人化や
農福連携、企業参入等を推進し、多様な担い手
の育成・確保を図るとともに、農地の大区画化
や保全活動と併せて、鳥獣被害・家畜伝染病対
策を推進しながら、持続可能な生産環境の確
立を目指します。 

 

「未来を切り拓く活力ある産業づくり」 

 

空飛ぶ新玉ネギ 

活力ある産業づくりを推進し、本市の未来を切り拓いていくため、農林水産業の分野では、
所得アップと成長産業化を目指し、売れるものづくりの推進や販路の拡大と開拓により、も
うかる農林水産業の実現に努めます。また、ＩＴの導入や多様な担い手の育成・確保を図り
ながら、経営感覚を持った経営体づくりを推進するとともに、農林水産資源の保全と継承、
有害鳥獣や鳥インフルエンザ等の危機事象への対応にも取り組みます。 
 また、自然、神話・歴史、食等の観光資源を有する本市の特性を踏まえ、高速道路の開通
効果を最大限に活かした誘客促進を図るとともに、ものづくり企業や医療機器産業の集積等
の強みを活かしながら、新分野挑戦や事業拡大、事業承継、創業・起業等へのチャレンジを
支援することで、活力ある産業構造の構築を促進します。 
 一方、工業の分野では、企業のデジタル化をはじめ、成長戦略の支援や産学官金連携を促
進するとともに、新たな産業団地の整備や企業の立地、人材政策を推進します。 
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基本構想
 

第２章 林業の振興 

 
 
 
 
 

 

 

第３章 水産業の振興 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４章 商業の振興 第１節 商業の振興 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４章 商業の振興 第２節 中心市街地活性化 

 
 
 
 
 

林地台帳の精度向上による森林情報を有効活用した、スマート林業の推進や計画的な林
道等の整備を一体的に進め、再造林や間伐の推進、針広混交林への誘導、循環型林業の促
進により、水源かん養や国土の保全、木材等の生産など森林の持つ多面的機能の充実を図
ります。 
また、特用林産物の安定した生産量や品質を確保する取組を支援するとともに、公共施
設等の木質化や林業の６次産業化を進め、サプライチェーンの構築に努めます。 

安定した漁業経営の確立を目指して、漁業
経営体の強化や高収益化の推進、さらには、
行政・関係団体・漁業者が連携した地産地消
をはじめ、大都市圏や海外における販路開拓
等を推進し、水産業の成長産業化を図りま
す。 
 また、生産基盤の拠点となる漁港の整備に
おいては、機能強化や防災・減災対策を促進
するとともに、水産資源の維持・保全活動や
水産業の理解促進等に取り組み、持続可能な
水産業・漁村の構築を目指します。 

地域社会、住民にとって魅力的な商店街の形成を目指す
とともに、創業や若手・女性経営者等による新分野挑戦、
事業拡大等を誘発することで、市内経済の活性化を図りま
す。 
 また、商業関係団体や地域金融機関との連携により、商
業者への経営、金融支援等を行うことで、変化する経済・
社会環境に対応した経営基盤の強化を促進します。 

東九州の拠点都市の玄関口である延岡駅周辺において、駅前複合施設「エンクロス」や新た
な「仕事の拠点」となる再開発ビルの整備等により創出されるにぎわいの波及効果を高めるた
め、中心市街地における複合的なエリアマネジメント事業のさらなる推進を図るとともに、戦
略的に人の流れを生み出す仕組みづくりに取り組みます。 

台湾企業との商談会 

のべおかＣＯＩＮ 
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輝く未来へ　あなたが主役　新延岡物語
 

第５章 観光産業の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 工業の振興 

 
 
 
 
 
 
第７章 企業立地の推進 

 
 
 
 
 
 
第８章 ＩＴ産業の集積促進等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市が誇る「６Ｓ（自然体験、食、神話・歴
史、スポーツ、産業、里帰り）」を最大限に活か
した独自の観光商品づくりを推進しながら、九
州内はもとより、年々急増している外国人旅行
客への対応強化や、国際イベント等を契機とし
た訪日外国人の本市への誘客を促進するとと
もに、さらなる広域観光の推進と国内外に向け
た戦略的かつ効果的な観光情報の発信を図り
ます。 
また、観光分野においても地域経済の活性化
を視野に入れながら、地域の魅力創生に努めて
いくとともに、「おせったいの心」を伝えられる
人づくりを目指します。 

「工業振興ビジョン」に沿って、地域ものづくり企業の技術革新・高度化を図るとともに、
工業会をはじめ関係機関と連携し、販路拡大や生産性の向上、人材活用等、ものづくり企業等
の育成・支援に取り組みます。 
また、延岡市メディカルタウン構想の推進を柱として、様々な分野における産学官連携を図
り、製品化等の取組を支援します。 

新たな産業団地の整備を進めるとともに、延岡駅西口街区再開発ビル内への企業立地を促
進するため、優れた立地環境や特色ある取組を広く情報発信しながら、企業情報の収集に努
め、トップセールスをはじめとした誘致活動を積極的に推進します。 
 また、企業ニーズに対応した優遇措置の充実に努めます。 

 新しい価値やサービス、ビジネスが次々と
生まれる等、企業を取り巻くデジタル化の波
は急速に進んでいることから、本市へのＩＴ
関連企業の誘致を進めるとともに、人材の確
保や育成にも努めていきます。さらには、あ
らゆる産業分野におけるデジタル化への対
応についても積極的に進めていきます。 

外国からの観光客 

延岡駅西口街区ビル 
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基本構想
 

第９章 人材政策の推進 

 
 
 
 
 
 
第 10章 創業支援や新たな産業の創出等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１章 地域コミュニティ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内企業の情報・魅力を効果的に伝え、若い世代の人材を育成・確保する取組を推進し
ます。併せて、企業立地はもとより、地元企業の事業拡大を支援することにより、雇用の
場の創出に取り組むとともに、就業機会の拡大を図ります。 
 また、国・県など関係機関と連携しながら、労働環境を充実するための取組を推進しま
す。 

本市経済の基盤である中小企業の活性化を図り、地域経済に新たな活力を創出するため
に、各種商工関係団体と連携し、創業しやすい環境の充実や、事業承継等の支援に努めます。 
 また、農林漁業者が、自ら或いは商工業者と連携して、生産から加工、販売まで行う６次
産業化・農商工連携について、取組への誘引や意識の啓発はもとより、商品開発や販路開拓
など具体的に取り組む農林漁業者等を支援するとともに、効果的な支援制度を構築し、６次
産業化・農商工連携を推進します。 

第3部 

市民や地域による「自助」や「共助」の力が十分発揮できるよう、自治会をはじめとする様々
な地域コミュニティ組織の活動を支援し、その活動の拠点となるコミュニティ活動の場の整
備や自治公民館整備の支援を行うことにより、多くの市民が地域コミュニティ活動に参加で
きる環境を整えるとともに活動の活性化を図り、生涯を通じて心豊かに過ごすことのできる
地域づくりを進めます。 
また、少子高齢化の進行や地域の絆が希薄化する等、社会環境の変化により福祉ニーズは多
様化・複雑化しています。そのような福祉ニーズに応えていくことが地域住民の共通の目標と
捉え、地域住民自らが福祉のまちづくりの担い手として積極的に地域活動に参加し、お互いに
助け合い、支え合う地域福祉の実現に努めます。 
さらに、このような市民や地域の力を、これまで行ってきた防災や防犯等の分野のみなら
ず、社会環境の変化に起因し、行政のみでは解決できない新たな地域の課題解決にも活かし、
誰もが安全・安心に暮らしていけるまちを目指します。 

「安心・安全な暮らしを支える地域づくり」 

                                        少子高齢化、核家族化や人口減少、ライフスタイルの変化、価値観の多様化が進み、本来持
っていた地域や家庭の相互扶助の機能が低下し、地域の絆を維持することが難しくなってきて
います。 
そのような中、住み慣れた地域で安心して生活できる環境を維持するためには、市民一人ひ
とりが防災や地域福祉等の諸課題に強い関心を持ち、これらに的確に対応できる体制をつくる
ことが必要です。 
そのため、地域コミュニティ意識の醸成や様々な地域活動を通じて、住民同士の絆を維持し、
関係者が情報を共有し連携して対応できるよう、社会情勢に適応した地域コミュニティの再構
築に取り組みます。 
そして、この地域コミュニティを基盤として、地域住民のすべての世代が安心で安全な、日々
の生活を送れる地域づくりに取り組みます。 
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輝く未来へ　あなたが主役　新延岡物語
 

第２章 みんなで決めて、みんなで逃げる住民主体の防災 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第３章 消防 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

大規模かつ多様化する自然災害等から市民
の生命・身体・財産を守り、迅速かつ的確な対
応を図るために、防災拠点となる消防署所（本
署、分署）の適正管理、消防施設等の整備充実
に努めます。 
また、予防査察を柱とした指導や教育訓練に
より防火管理体制の確立を推進し火災の軽減
に努めるとともに、人材育成を含めた救急救助
体制の強化や医療機関との緊密な連携を図る
ことで救命率の向上に努めます。 
さらに、大規模災害や特殊災害に対応するた
めに、関係機関や近隣の消防本部との相互応援
体制を強化するとともに、地域防災の中核を担
う消防団の充実を図ります。 

土々呂地区複合型津波避難施設 

出初式での一斉放水 

南海トラフ地震など今後想定される大規模
災害の備えとして、「自助」「共助」「公助」の取
組を強化し、災害に強い人・まちづくりを推進
する必要があります。 
市民は区や自主防災組織に加入し、防災教育
や防災訓練に積極的に参加する等、日頃から災
害に備えるとともに、地域は関係者と連携し
て、災害時要配慮者への避難支援を進めていく
必要があります。 
行政は迅速かつ正確に避難情報を市民に伝
達する必要があるため、防災行政無線や災害情
報メール等、既存の情報伝達手段に加え、コミ
ュニティFM等のメディア媒体と連携した防災
ラジオや防災アプリ等、新たな情報伝達手段の
整備に取り組んでいます。また避難場所や避難
所の確保・指定の推進や拠点となる避難場所の
環境改善を進めます。 
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第４章 安心・安全な暮らしづくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 子どもを産み育てたいと思えるまちづくり 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第６章 高齢福祉・介護 

 
 
 
 

すべての子どもが健やかに伸びやかに育つこ
とで、子育て家庭が子育ての喜びや生きがいを
感じることは、次代の親の育成という観点から
も大変重要であり、将来に向かっても必要なこ
とです。 
 子育て家庭の抱える不安や孤立感、経済的負
担を軽減し、誰もが安心して子どもを産み育て
ることができるよう環境を整備するとともに、
本市の宝である、次代を担う子どもたち、これ
から産まれてくる子どもたちのためにも、地域
や子育て支援の関係者、行政が一体となり、切
れ目のない子育て家庭の支援に努めます。 

なんでも総合相談センター 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、心身の状況等に応じて必要なサ
ービスが受けられるよう、各種サービスが一体となって、切れ目なく提供される「地域包括
ケアシステム」を構築し、保健・医療・福祉・介護が連携した施策を総合的に展開します。 

インクルーシブ遊具を備えた子育て支援 
総合拠点施設「えんキッズ」 

総合相談 

 市民からの様々な相談にワンストップで対
応する相談窓口「なんでも総合相談センター」
を設置し、専門の資格を持った相談員が関係機
関と連携しながら、市民の悩みや困りごとを早
期解決するための相談体制の構築に努めます。 
交通安全 
 市民手づくりの「めひかり交通安全運動」を
柱として、運転者はもとより、子どもや高齢者
に対する安全教育の徹底など、広く市民の交通
安全意識の高揚を図ります。 
防   犯 
 地域の情報を共有し、市民と行政・関係機関
が一体となった防犯活動を推進するとともに、
地域住民による自主的な地域安全運動の促進
を図ります。 
消費生活 

 関係機関と連携しながら、多重債務をはじめ
とした消費生活相談に適正に対応するととも
に、消費者の意識啓発に取り組みます。 
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第７章 障がいと共に暮らせる社会づくり 
 
 
 
 
 
 
第８章 健康長寿と医療 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第９章 生活を支える制度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

すべての市民が将来にわたって健康で安心して生活できるよう、
「延岡市の地域医療を守る条例」の基本理念に基づき、市民、関係
機関・団体、行政が協働して、地域で完結できる医療体制の整備や
自発的で継続的な健康づくり活動に取り組みます。 
また、健康寿命の延伸を目指し、生活習慣の改善や健診受診を促

進する施策をはじめ、感染症対策など疾病の発症や重症化の予防を
重視した施策を推進します。 
さらに、大規模災害発生時における医療体制の確保や新感染症等

の対応についても、関係機関等との情報共有や連携により、段階に
応じた的確な対応に努めます。 

国民健康保険・後期高齢者医療 

市民の負担を可能な限り抑えつつ、国からの財政支援をさらに確保することにより安
定運営を維持していきます。また、特定健診をはじめとした保健事業の充実・強化によ
り、市民の健康寿命の延伸を図ります。 
将来に備える国民年金 

将来の生活に備えた年金制度に対する正しい理解と信頼を得るために、年金事務所等
と協力・連携しながら、さらなる年金制度の周知徹底を図り、市民に対して丁寧でわか
りやすい年金相談に努めます。 
ひとり親家庭の支援 

 ひとり親家庭の就業を支援し、仕事と子育てが両立するよう、経済的な自立や生活の
安定と向上を図るとともに、子どもが心身ともに健やかに育つよう、相談・支援体制の
充実に努めます。 
生活困窮者自立支援・生活保護 

 生活困窮者の多様で複合的な課題を解決するため相談体制の充実を図りながら、各種
社会保障制度の活用等により自立を支援します。また、社会保障制度の最後のセーフテ
ィネットである生活保護制度を適正に実施します。 
生活相談 

 生活に関する市民からの相談に対し、「なんでも総合相談センター」において、個別ケ
ースに寄り添ったきめ細かな対応を実施するとともに、多角的な支援が必要なケースに
対応するため、関係機関との連携を強化します。 
 
 

のべおか健康マイレージアプリ 

市民が、障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊
重し合いながら地域でともに安心して暮らせる社会を目指します。 
また、福祉施設等から地域生活への移行を進めながら、関係機関等と連携した相談支

援体制の整備と障がい福祉サービスの充実を図り、障がいのある人にとって住み良い環
境づくりに努めます。 
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第 10章 公共交通（日常的な移動手段の確保） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１章 一人ひとりの個性や能力を大切に育む教育 第１節 教育内容の充実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

路線バスやまちなか循環バス、乗合タク
シー等の維持・確保に努めるとともに、市
民が主体となって運行する移動手段やスク
ールバスへの住民混乗など新しい移動手段
の提供についても推進を図り、公共交通を
利用した生活ができるバスネットワークの
整備を目指します。 

第4部 「一人ひとりを大切に育む人づくり」 
 

児童生徒数が減少し、社会状況が多様
化・複雑化する中で、これまで以上に保護
者や地域・関係機関との連携を図りなが
ら、教育コミュニティづくりを推進し、学
校が持つ教育機能を高めるとともに、特色
ある学校づくりに努めます。また、これか
らの時代を担う子どもたちに特に求められ
る新しい価値を創出する力など、生きる力
を育むことを目指した教育の充実を図りま
す。 

まちなか循環バス 

ICT 教育 
教育 

市民生活を取り巻く環境が大きく変化する中、年齢や性別等にかかわらず、誰もが個
性と能力を発揮し、愛着と誇りを持って生き生きと暮らすことのできる地域社会が求め
られています。 
この地域社会づくり、まちづくりの基本は人づくりにあります。 
その根幹となる子どもの健やかな成長は、市民のすべての願いです。学校や家庭、地

域社会がともに連携・協力し、一人ひとりの多様性を尊重し自己信頼の高い延岡の未来
を担う子どもが主役の人づくりを進めるとともに、若者の自己信頼を育む等「人間力」
の育成にも取り組んでいきます。併せて、ＩＣＴやＡＩを活用した個別最適化学習など
一人ひとりに応じた教育を推進していきます。 
文化やスポーツ、地域活動等を通して、生涯にわたって学び、互いに尊重し男女が共

に参画しながら、生きがいのある地域社会づくりに主体的に活動できる人づくりを進め
ます。 
さらに、先人たちが築いてきた歴史・文化等を継承しつつ、これからの延岡新時代に

ふさわしい魅力あるまちづくりに取り組む人づくりを進めます。 
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第２章 青少年の人間力育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３章 すべての世代の向上心を大切にする生涯学習・社会教育 第１節 生涯学習・社会教育 

 
 
 
 
 
第３章 すべての世代の向上心を大切にする生涯学習・社会教育 第２節 図書館サービスの充実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

少子化や電子メディアの普及等により、
青少年を取り巻く環境は大きく変化し、問
題も複雑、多様化しています。このような
中、学校や地域と連携して青少年を見守る
体制を構築するとともに、家庭教育を支援
する環境づくりに努めます。また、様々な
体験活動を充実させることで、子どもが自
ら考え行動できる力を育みます。 
さらに、将来、地域社会の担い手となる

青年層の人材を育成するために、青年活動
への支援を拡充し、活動の活性化と地域貢
献意識の高揚を図ります。 

 
献意識の高揚を図ります。 
また、急速な社会の変化とともに人づくりに対するニーズが多様化しており、学校や

家庭、地域社会だけでは解決できない課題が存在していると考えられることから、この
ような課題の解決や人づくりによる地域の活性化を図るための第４の存在として「（仮
称）延岡こども未来創造機構」を創設し、各種教育プログラム等を楽しく学ぶ取組や自
己信頼を高める取組等のこころを育む取組を行います。 

第１章 一人ひとりの個性や能力を大切に育む教育 第２節 教育環境の整備 

児童生徒が安全で快適な学校生活を送れるように、学校施設の整備に努めます。ま
た、ＩＣＴ教育環境の充実など、学習に有効な教材・教具の整備充実を図る等、良質な
教育環境の提供に努めます。 

ゆとりと潤いのある市民生活を実現するため、地域社会や社会教育関係団体とより一
層の連携を図り、ＩＣＴ等も活用しながら、多様な学習機会の提供と社会教育施設の充
実に努めます。併せて、学習によって得た経験や知識を地域社会で発揮できる環境を整
備することで、充実感のある市民生活の実現を目指します。 

図書館は、誰もが主体的に知識や教養を身につけて豊かな生活を送ることができるよ
うに、生涯にわたって市民の自主的・自発的な学習活動を支援する教育施設です。その
ため、 

はらはらわくわくふるさと探検隊 
教育 

移動図書館「ふくろう号」 
教育 

ため、市民が将来にわたり、いつでも、
どこでも図書館サービスを享受できるよ
う、多様なニーズに応じた資料・情報の
提供やレファレンスサービス（参考調
査）の充実に努めるとともに、他の図書
館や関連施設及びボランティア等と連携
して、利用促進や読書活動の推進を図り
ます。併せて、移動図書館や様々なネッ
トワーク情報資源を活用したサービスの
拡充に取り組みます。 
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第４章 豊かな心あふれる文化都市づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５章 スポーツ・レクリエーションのさらなる推進 

 
 
 
 
 
 
第６章 男女共同参画社会づくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市の高い市民力と文化レベルに根差し
た、多様な市民文化活動を支援します。ま
た、豊かな自然と、城下町としての歴史を
活かしつつ、市民が自信と誇りを持ち、市
内外にアピールできる生き生きとした延岡
の文化を創造します。 
さらに、伝統的な文化の担い手を育てつ

つ、新たな文化のリーダーを養成し、延岡
の文化が脈々と受け継がれ発展していくた
めの人づくりを推進します。 

市民生活に心の豊かさと健康をもたらし、活力ある社会を築くため、市民が気軽にス
ポーツを楽しみ、生活の一部としてスポーツが定着するための環境づくりを進めます。 
このため、関係団体や指導者等と連携しながら、各種のスポーツ教室や大会･イベン

ト等の拡充を図り、また施設の整備充実に努めながら、市民が主体的にスポーツに取り
組める環境を整えます。 

少子高齢化の急速な進展により、今後も労働人口の減少が見込まれています。そのた
め、男女がともに働きやすい環境が整い、仕事と生活の調和が図られる社会を目指し
て、男女共同参画への理解の促進を図るとともに、人材の育成等に努めます。併せて、
政策方針決定機関への女性参画を推進します。 

人間としての尊厳や互いの人権が尊重される差別や偏見のない社会を目指して、「延岡
市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、あらゆる機会を通じた
教育・啓発活動に取り組む等、人権が尊重されるまちづくりを推進します。 

第７章 すべての市民の人権が尊重されるまちづくり 

のべおか天下一薪能 
教育 
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第１章 環境保全 

 
 
 
 
 
 
 
第２章 廃棄物対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第5部 「ぬくもりと躍動感が感じられる都市環境づくり」 
 

本市の豊かな自然環境を守るため、絶滅危惧種をはじめ希少な動植物の生息地の保護
に取り組み、環境に配慮した公共工事を実施します。 
 また、大気や水質の定期的な監視や、総合的な生活排水対策により、自然環境の保全
に努めます。 
さらに、地球温暖化防止等の環境保全や生活環境の保全についても、市民、事業者と

協働の取組を進めます。 

循環型社会を形成し、さらには地球環境
に貢献するため、市民・事業者及び行政が
一体となって、ごみの減量化・資源化を進
めるとともに、その取組の効果を検証しな
がら、廃棄物対策の充実に取り組みます。 
また、ごみの焼却・破砕・埋立等の廃棄

物処理については、災害に強い安心・安全
な施設をモットーに、効率的で環境にも配
慮した適正処理に取り組みます。 

川島ふれあい公園 
教育 

本市は、東九州有数の工業都市であるとともに、豊かな水産資源を育てる海、奥深き
雄大な山々、鮎を育む清らかな川など美しい自然に恵まれています。この地域の特性を
活かして、災害に強い安全で住みやすいまちをつくるとともに、豊かな暮らしを営むこ
とができるまちをつくることが必要になっています。 
豊かな自然を守るため、地球温暖化防止等の環境保全を視野に入れて、ごみの減量化

や資源化等により環境にやさしい循環型社会の形成を図るとともに、ユネスコエコパー
クへの登録を契機とした取組等により絶滅危惧種をはじめ希少な動植物の生息地や自然
環境の保全を図ります。 
また、安全な暮らしを守るため、河川改修等による治水対策、道路網の整備による安

全な避難路の確保、安定したライフラインの構築や建築物の耐震化による生活基盤の確
保など、都市整備の推進を図ります。 
さらに、豊かな暮らしを実現するため、効率的な市街地の整備や上下水道の整備等に

より快適な住環境づくりを進めるとともに、都市機能の充実による利便性の向上や、地
域が持つ歴史や文化等の特性を活かした美しい景観の形成に努めます。また、人口減少
等の社会情勢を踏まえた持続可能な中山間地域づくりを推進し、恵まれた自然環境から
得られる豊富な地域資源を活かした食や観光の振興等の取組を推進します。 
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第３章 生活衛生 
 
 
 
 
第４章 持続可能な土地利用 

 
 
 
 
 
第５章 市街地整備  

 
 
 
 
 
 
 
第６章 道路 第１節 国・県道 

 
 
 
 
第６章 道路 第２節 市道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清潔で安全かつ快適な生活環境を守るために、関係機関と連携しながら、災害時の防
疫対策、狂犬病予防等の公衆衛生活動を進めるとともに、市営墓地の適切な環境整備や
円滑な火葬場の維持管理に努めます。 

国土形成計画を基本とし、「延岡市都市計画マスタープラン」や「延岡市農業振興地域
整備計画」等との整合を図り、計画的な開発整備を進める地域、農林業等の振興を図る
地域、将来にわたって保全すべき森林地域等を明らかにしながら、災害に強い環境づく
り、社会情勢の変化を踏まえた総合的・計画的な土地の有効利用に努めます。 

良好な市街地の形成や公共施設の整備を図るため、土地区画整理事業による効率的な
市街地の整備を進め、快適で災害に強いまちづくりに努めます。 
また、安心・安全のために開発許可制度や地区計画制度等を適正に運用しつつ、民間

による良好な市街地整備の指導・誘導に取り組みます。 
都市景観やアメニティ等に配慮しユニバーサルデザインの視点に立った市街地整備と

連携したまちづくりの形成を図ります。 

広域交流基盤となる交通体系の形成を図り、交通の広域性、迅速性、安心・安全を確
保するため、一般国道、主要地方道（県道）、一般県道の道路整備を促進します。 

広域となった市内域の移動の円滑化を図
るため幹線道路の整備を進めます。さら
に、高速道路開通や社会情勢の変化によ
り、計画決定時点から必要性や位置付けが
変化している未整備の都市計画道路につい
て見直しを図ります。 
また、市民の経済活動や日常の利便性、

安全性を確保するため地域の状況に応じた
計画的な道路整備や老朽化した橋梁・トン
ネルの計画的な長寿命化、超高齢化社会に
対応した歩道の確保やバリアフリー化を進
めるとともに、適切な道路の維持管理に努
めます。 

友内橋 
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第７章 住宅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

第８章 市民と育む公園緑地 
 
 
 
 

 
 
 
 
第９章 自然･歴史･産業が織りなす景観づくり 

 
 
 
 
 
 
 
第 10章 水道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市部における緑とオープンスペースの確保を図り、市民のふれあい・余暇活動の場
を提供するため、自然、歴史、文化等の地域特性を活かした公園の整備を図るととも
に、災害発生時の避難場所としての整備を図ります。また、老朽化した公園施設や遊具
等の補修、更新を計画的に行い利用者に快適で安全な施設を提供します。 
 身近な公園については、日常的な維持保全に加え、市民及び公園愛護団体等の協力を
得ながら、良好な環境づくりを目指し、花と緑のまちづくりの推進に取り組みます。 
さらに、自然公園の利用促進、やすらぎを与えてくれる景勝地の保全・保護を図ります。 

本市の特性である豊かな水産資源を育てる海、雄大な山々、鮎等を育む清流など美し
い自然景観を保全するとともに、地域が持つ歴史や文化等の特性を活かした景観の形成
に努めます。 
このため、景観法を活用し、「景観計画」及び「景観条例」に基づき、良好な景観形成

に向けた総合的な取組を行います。 

水道は、市民生活のライフラインとして
重要な役割を担っているため、水質基準に
適合した水をいつでも、どこでも、誰で
も、合理的な対価をもって、持続的に使う
ことができるよう平成 28 年度に策定した
「延岡市新水道ビジョン」に基づき、災害
に強い水道施設整備や緊急時において早急
に対応できる体制の充実を図ります。 
また、公営企業として経営の安定化を図る

とともに、効率的な施設更新を実施します。 

バリアフリー住宅(車椅子世帯向け) 

給水車 

良質な住宅ストックを形成するため、住
まいに関する情報提供を進める等、延岡ら
しい良質な住まいづくりを目指します。ま
た、高齢者や子育て世代等の需要にも対応
できる住宅の整備や市民の多様なニーズに
応じた安全で安心な住環境づくりを推進し
ます。 
また、増加傾向にある危険な空き家につ

いて、総合的な空き家対策を推進し、空き
家対策の一環として中古住宅の利活用も図
るとともに、移住・特に子育て世帯にやさ
しい施策の推進を図ります。 
市営住宅については、安心して住み続け

られるための住宅セーフティネット機能の
向上を図ります。また、指定管理者による
きめ細やかなサービスの提供や効率的な維
持管理に取り組みます。 
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第 11章 下水道 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 12章 河川・港湾・海岸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活環境の改善と海や川の水質保全のため、事業実施地区の早期完成に努め、未整備
地区のさらなる普及促進に取り組むとともに施設の適切な維持管理や統廃合、改築更
新・耐震対策により、安定的な処理機能の確保に努めます。 
 また、浸水防除のため、雨水処理施設の整備や出水期前の水路等に堆積する土砂の撤
去を行う等、「水害に強いまちづくり」を目指します。 
さらに、未接続家屋への水洗化の促進や各種イベントを通して下水道の役割や大切さ

について啓発を行うとともに、公営企業として経営の健全化に取り組みます。 

市民の生命や財産を水害から守るため、河川改修事業等の治水対策や流域治水への転
換により災害に強い河川を目指します。さらに、豊かな自然環境や水辺の景観に配慮し
た河川整備を促進するとともに、イベント等を通して川に親しむまちづくりを推進しま
す。 
 また、各港湾の特性を活かした利用促進を図るとともに、長寿命化と防潮堤等の地震
津波対策を促進します。 
海岸については、比較的発生頻度の高い津波（Ｌ１津波）に対する被害を軽減するた

め、ハード・ソフト対策を組み合わせた津波対策の充実と海岸侵食への対応に取り組み
ます。 

第 13章 それぞれの地域の特色を活かした中山間地域対策 

過疎地域や辺地地域並びに離島である島野浦島等の中山間地域の振興を図るため、道
路をはじめとした社会資本の整備や生活サービス機能の維持、また、地域資源等を活か
した取組を総合的かつ計画的に推進します。 
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延岡市配水区域図

凡　例

水　源　地

配　水　池

浄　水　場

上水道配水区

浄

配

浄

熊野江配水池
熊野江水源地

浄

浄
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浄

浄

島浦配水池

島浦水源地

島浦配水区
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配
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浅
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浅
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浅

浅

浅

浅

浅

浅

浅
浅

浅
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自

自

自
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浄

浄

浄

配

自

配

浅
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舞見田配水池

浄

浄

浄

永代水源地

下赤上赤配水区

八戸配水区

北川中央配水区

屋形原配水区

上北方配水区

狩底配水区

配

浄

浅

多良田水源地・配水池
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延岡地区
北方地区
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北浦地区
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第１章 市民が主役のまちづくり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章 「対話の市政」の基盤となる広報・広聴・情報公開の充実  

 
 
 

 
 
 
第３章 地域の実情に合った「スマートシティ」の構築 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第6部 「多様な人材が参画する市民が主役のまちづくり」 
 

少子高齢化、人口減少、価値観の多様化
等が進む中、それらに応え、より良い地域
社会を実現するため、市民や市民活動団
体、事業者等と行政が、対等な立場で協
力・連携する、市民協働による「市民が主
役のまちづくり」を進めています。 
今後も、市民協働により様々な課題を解

決し、多くの市民が自分たちのまちに愛着
と誇りを持てるよう「市民が主役のまちづ
くり」をさらに推進します。 

市民と行政が情報を共有し共通の認識を持つこと、また併せて、市民の意見や
要望が市政に反映されることは市民協働のまちづくりにとって重要なことです。 
このため、行政情報を分かりやすく積極的に発信するとともに、市民の意見・

要望の的確な把握に努めます。 

ＩＣＴ（情報通信技術）の飛躍的な進化の中、多様な地域情報
サービスの提供や、公衆無線ＬＡＮ等の情報通信基盤の拡充等に
より地域のデジタル化を図り、活力と魅力あるまちづくりを推進
します。 
また、行政のデジタル化については、国のデジタル化の動向を

注視し、市民サービスの向上を図りながら、その効率性や安全性
をさらに高めるため、クラウドシステムの適正な運用や行政シス
テムの標準化等に努め、併せて情報セキュリティの確保や、災害
等の非常時においても迅速な業務の継続ができる体制づくりを推
進します。 

市民まちづくり活動支援事業 
教育 

くらしの手続きガイド 
教育 

少子高齢化や人口減少が進行し、地方自治体を取り巻く環境が大きく変化していく中
において、健全な財政運営の維持と、持続可能な行政運営を目指し、さらなる効率化や
運営体制の強化等を図ります。 
また、広報広聴活動の充実等による市民と行政の情報の共有化や、ICT等の利活用によ

るスマートシティの構築、情熱と使命感を持った職員の育成等を図るとともに、市民の
まちづくりの意識を醸成し、その活動を促進する等、市民協働による「市民が主役のま
ちづくり」を推進し、さらなる市民サービスの向上に努めます。 
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第４章 効果的で効率的な行政経営 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

第５章 使命感を持って市民と向き合う市役所を目指して 

地方創生に向けた取組を推進するととも
に、行財政改革を推進し、健全な財政の維
持と効果的で効率的な行財政運営に努めま
す。 
また、公共施設維持管理計画に基づき、

維持管理費の平準化に努める等、人口減少
社会を見据えた長期的な観点から、効率的
な行政経営を図ります。 

効率的な運営体制の確立を図りながら、定員管理、職員配置や給与の適正化に努める
とともに、働き方改革に取り組み、職員のワークライフバランスの推進を図りながら市
民サービスの維持・向上に努めます。さらに、研修の充実等により高い資質や能力を備
えるとともに使命感を持って市民と向き合う革新的な行政職員の育成を図ります。 
また、時代のニーズに即応した効果的かつ機能的な組織の整備に努めるとともに、緊

急事態にも柔軟に対応できる組織の整備を図ります。 

公共施設の維持管理 


